
 

 

 

平成３１年度原子力発電施設等安全技術対策委託費 

（東京電力福島第一原子力発電所の放射性廃棄物の特性評価に関する検討）事業 

に係る入札可能性調査実施要領 

 

平成３０年１２月２８日 

原子力規制庁長官官房技術基盤グループ 

核燃料廃棄物研究部門 

 

原子力規制庁では、平成３１年度原子力発電施設等安全技術対策委託費（東京電力福島第

一原子力発電所の放射性廃棄物の特性評価に関する検討）事業の受託者選定に当たって、一

般競争入札（価格、技術力等を考慮する総合評価方式）に付することの可能性について、以下の

とおり調査いたします。 

つきましては、下記１．事業内容に記載する内容・条件において、的確な事業遂行が可能であり、

かつ、当該事業の受託者を決定するに当たり一般競争入札（価格、技術力等を考慮する総合評

価方式）を実施した場合、参加する意思を有する方は、２．登録内容について、４．提出先までご登

録をお願いします。 

 

１．事業内容 

１．１目的 

本事業では、長半減期で放射線計測での分析が難しいウラン及びネプツニウム分析

技術について、実際のガレキ類を想定した模擬試料の分析に際して行う試料の前処理

（溶解、化学分離、精製等）において回収率が安定しない課題が残されていることか

ら、平成３０年度までに得られた技術的知見を踏まえ、試料の前処理条件の違いが回

収率に及ぼす影響について検討することを目的とする。 

 

１．２ 事業の具体的実施内容 

１．２．１ ウランの分析方法に関する試験研究の実施 

平成３０年度までの研究成果を踏まえた上で、放射性廃棄物に含まれるウラン濃度

を分析する方法として、実際のガレキ類を想定した模擬試料、原子力規制庁から無償

貸付する装置などを用いて、前処理のための手法について検討し、これらの手法が全

反射蛍光 X 線分析法による測定に係る回収率に与える影響を実験的に検討する。検討

に際して実現可能な回収率に対応した分析の適用範囲に留意する。また、文部科学省

の放射能測定法シリーズ 14ウラン分析法に示される分析方法と比較検討する。 

 

１．２．２ ネプツニウムの分析方法に関する試験研究の実施 

平成３０年度までの研究成果を踏まえた上で、放射性廃棄物に含まれるネプツニウ



 

 

 

ム濃度を分析する方法として、実際のガレキ類を想定した模擬試料、原子力規制庁か

ら無償貸付する装置などを用いて、前処理のための手法について検討し、これらの手

法が全反射蛍光X線分析法による測定に係る回収率に与える影響を実験的に検討する。

検討に際して実現可能な回収率に対応した分析の適用範囲に留意する。また、文部科

学省の放射能測定法シリーズ 34環境試料中ネプツニウム 237迅速分析法と比較検討す

る。 

 

１．３ 研究報告書の作成及び納入 

平成３１年度に実施した成果をまとめた報告書を作成する。印刷物２部及び電子媒体

（ＣＤ－ＲＯＭ等）１０式を納入すること。電子媒体は、ウイルスチェックした証明書

を添付すること。なお、その他の提出図書一覧及び提出時期については、契約締結後の

契約書に従って実施すること。 

 

１．４ 事業の進捗管理 

１．２の事業内容については、事業実施に漏れがないよう実施計画書を策定し、契約

後速やかに原子力規制庁に提出するとともに、以降、事業の進捗状況を適宜報告（１．

６ 委員会とは別途実施）し、事業を遂行する。さらに、事業の成果公表については、適

宜、国内外の学会等にて行うこととするが、公表先、その内容等については、原子力規

制庁と協議を行うこととする。 

なお、事業の進捗状況の確認については、原子力規制委員会マネジメント規程に基づ

き、以下の項目について必要に応じて実施する。 

・試験作業に関連する技術情報データ、試験体等の設計、試験手順及び方法について、

必要に応じ、その内容を確認する。 

・試験体及び試験装置（計測器等を含む。）が設計どおりに購入・製作されていること

を確認するため、必要に応じ、検査（員数確認、外観検査、寸法検査、材料検査等）

等の立会を実施する。 

・試験条件のとおり、試験が実施され、かつ計測項目に対応した複数のデータが同時に

きちんと採取されていることを確認するため、必要に応じ、試験実施期間中の適切な時

期に立会を実施する。 

 

１．５ 貸与物品 

本委託事業については、平成２９年度から平成３０年度までの研究成果（事業報告書）

及び以下の装置（表１及び表２を参照）を貸与することが出来る。 

※貸与物品については、本業務の目的以外には使用せず、本業務終了後に受託者の責任

において返却すること。 

※試験装置の設置場所については、これまで研究を受託し、実施してきた以下の研究機



 

 

 

関に主に設置済みである。なお、これらの装置は現在、原子力規制庁から以下の研究

機関に無償貸付中である。 

 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 

 千葉県千葉市稲毛区穴川四丁目９番１号 

  ※表中の保管場所より、試験のため、試験装置を移転する場合は、その掛かる費用に

ついては受託者が全て負担すること。また、移転や貸与に係る上記研究機関との折衝

についても、全て受託者が責任を持って実施すること。 

 

表 1 これまで実施した試験研究にておいて整備した試験装置（必要に応じて無償貸付す

る。） 

財産名 規格 保管場所 

卓上型全反射蛍光X線分析装置 リガク製 NANOHUNTER II 
国立研究開発法人量子

科学技術研究開発機構 

卓上型全反射蛍光X線分析装置

用作業台 
作業台、ステンレスシェルフ 同上 

溶液滴下試料観測システム 
ジャスコインターナショナル製 

Falcon 
同上 

マニホールド 
3M Empore マニホールド 3 連式 

47mmガラスウェアセット 
同上 

 

表 2 平成 30年度において実施している試験研究において整備する予定の試験装置（必要

に応じて無償貸付する。） 

財産名 規格 保管場所 

可搬型全反射蛍光X線分析装置 アワーズテック製 200FA-S 国立研究開発法人量子

科学技術研究開発機構 

簡易エバポレーター バイオクロマト CEK1A-P80-SU 同上 

 

１．６ 委員会の設置及び運営 

研究計画、試験方法及び取得したデータの透明性及び客観性を高めるために、外部有識

者から構成される委員会を設置・運営し、有識者からの意見を参考とするとともに技術的

側面からのレビューを受ける。なお、検討会の構成は、各委員の氏名、専門、選定理由を

一覧にした表を事前に原子力規制庁担当官に提出して、了解を得ること。また、検討会は

３回程度の開催を目途とすること。 

 



 

 

 

１．７ 実施に当たっての安全確保 

業務の実施に当たっては、安全確保に関する法令及び原子力規制委員会の定めた諸規則

（原子力規制委員会の特別の指示を含む。）を遵守し、受託者の責任において安全確保を維

持する。 

 

１．８ 著作物等の公表 

（１）委託業務の成果に係る知的財産権を原子力規制委員会が受託者から譲り受けない

場合、受託者は、委託業務の成果によって生じた著作物及びその二次的著作物並びに

委託業務の内容（以下「著作物等」という。）を公表しようとするときは、原則、公

表３０日前までに様式第１の「著作物等公表届」を提出する。 

（２）委託業務の成果に係る知的財産権を原子力規制委員会が受託者から譲り受ける場

合、受託者は次の項目に同意したものとする。 

① 原子力規制委員会の許可を得ないで著作物等を公表しないこと。 

② 納入物に関して著作者人格権を行使しないこと。また、納入物の一部の著作者が受

託者以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な

処置をとること。 

（３）上記（１）及び（２）については、委託業務を完了した後であっても、なおその

効力を有するものとする。 

 

１．９ 情報セキュリティの確保 

受託者は、下記の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする。 

（１） 受託者は、受託業務の開始時に、受託業務に係る情報セキュリティ対策とその

実施方法及び管理体制について原子力規制庁担当官に書面で提出すること。 

（２） 受託者は、原子力規制庁担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情

報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。 

  また、受託業務において受託者が作成する情報については、原子力規制庁担当官

からの指示に応じて適切に取り扱うこと。 

（３） 受託者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュ

リティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受託者において受託業務に係る情

報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて原子力規制庁担当官の行う情

報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。 

（４） 受託者は、原子力規制庁担当官から提供された要機密情報が業務終了等により

不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。 

  また、受託業務において受託者が作成した情報についても、原子力規制庁担当官

からの指示に従って適切に廃棄すること。 

（５） 受託者は、受託業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を報



 

 

 

告すること。 

（参考）原子力規制委員会情報セキュリティポリシー

https://www.nsr.go.jp/data/000129977.pdf 

 

１．１０ 守秘義務 

受託者は、本委託業務において実施した文献調査等で知り得た非公開の情報をいかな

る者にも漏えいしてはならない。受託者は、本委託業務に係る情報を他の情報と明確に

区別して、善良なる管理者の注意をもって管理し、本委託業務以外に使用してはならな

い。 

 

１．１１ 事業期間 

契約日から平成３２年３月３１日まで 

 

２．登録内容 

  ①事業者名 

  ②連絡先（住所、TEL、FAX、E-mail及び担当者名） 

 

３．留意事項 

・登録後、必要に応じ事業実施計画等の概要を聴取する場合があります。 

・本件への登録に当たっての費用は事業者負担になります。 

・本調査の依頼は、入札等を実施する可能性を確認するための手段であり、契約に関する意図

や意味を持つものではありません。 

・提供された情報は庁内で閲覧しますが、事業者に断りなく庁外に配布することはありません。 

・提供された情報、資料は返却いたしません。 

 

４．提出先 

  郵送又は E-mailにてご提出願います。 

  【提出先】 〒１０６－８４５０ 東京都港区六本木一丁目９番９号 

原子力規制庁長官官房技術基盤グループ 

核燃料廃棄物研究部門 

高橋宏明 宛て 

【TEL】０３－５１１４－２２２５ 

【FAX】０３－５１１４－２２３５ 

【E-mail】hiroaki_takahashi@nsr.go.jp 

https://www.nsr.go.jp/data/000129977.pdf


 

 

 

（別添）   

仕様書様式第1 

平成○○年○月○日 

支出負担行為担当官 

原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 

×× ×× 殿 

 

住  所 

名  称 

    代表者氏名             印 

 

著作物等公表届 

 

著作物等を下記のとおり公表いたしますので、届け出ます。 

 

記 

１．契約件名等 

契約締結日  契約締結時の記号

番号 

 

契約件名  

 

 

２．公表の時期 

※公表日を可能な範囲で特定し、記載する。 

 

３．公表の方法 

※著作物等を掲載する媒体や、公表する会議名等を記載する。 

 

４．公表する著作物等の概要 

※著作物等の内容を簡潔に記載した上で、公表する著作物等を添付すること。 

 

５．公表の理由 

※公表の目的等を記載する。 

以 上 

・文中の○は数字、×は文字を示す。 

・当該書面は記載の一例なので、案件に応じて修正、追加等を行うこと。



 

 

（登録例）   

 

平成○○年○月○日 

原子力規制委員会 

原子力規制庁長官官房技術基盤グループ 

核燃料廃棄物研究部門 

 

 

平成３１年度原子力発電施設等安全技術対策委託費 

（東京電力福島第一原子力発電所の放射性廃棄物の特性評価に関する検討）事業について 

 

 

平成○○年○月○日付、標記実施要領に従い、以下の事項を登録いたします。 

 

登録内容 

① 事業者名 ○○ 

② 連絡先 

住所 ○○ 

電話 ○○ 

FAX ○○ 

Mail ○○ 

担当者名 ○○ 

 

 

 

 

 


